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　八王子市は、高尾山や浅川をはじめとする豊かな自然と、多くの史跡

や伝 統産業の織物など人と自然との深いかかわりにより育まれてきた歴

史文化が織りなす魅力あふれるまちです。私たちは、先人たちが紡いでき

た本市の貴重な財産である自然と歴史文化を守り、大切に磨き上げ、将

来世代に継承していく責務があります。

　本市ではこれまで、「未来へつづく、水とみどりにあふれた健康でここ

ろやすらぐまち」の実現に向けて、「第２次環境基本計画」に基づき、市民・

事業者の皆様とともにさまざまな環境施策を展開してまいりました。

　近年、地球温暖化の進行や生物多様性の損失など、多岐に渡る環境問

題が世界規模で喫緊の課題となっています。特に、地球温暖化との関連

が指摘されている自然災害の激甚化や熱中症、野生動物による農作物被

害など、市民生活への影響も深刻さを増しています。　

　このような多様化・複雑化する環境課題に対応し、本市の最上位計画

である「八王子未来デザイン２０４０」と整合をはかり、これまで以上に

環境施策を統合的・横断的に推進するとともに、生物多様性の豊かな恵

みを将来にわたり享受し続けるため、このたび「第３次環境基本計画」を

「生物多様性地域戦略」と一体的に策定しました。

　本計画では、引き続き二酸化炭素の排出や廃棄物の削減など環境負荷

の低減を進めるとともに、水やみどりなど自然との共生したまちの実現に

向けて、未来の八王子を担う子どもたちが自然とふれあう機会の創出や環

境教育・環境学習をさらに進めてまいります。

　そして、本市の豊かな地域資源を守り、地域の賑わいや安全安心など、

さまざまな分野にも活かすことにより、地 域特性をふまえた生物多様性

の保全と持続可能なまちづくりにつなげ、市民・事業者の皆様とともに、「す

べての人が輝き、やすらげる街」の実現をめざしてまいります。

　結びに、本計画の策定にあたり、貴重な御意見をいただきました八王

子市環境審議会委員をはじめ市民の皆様に心から感謝申しあげます。

はじめに

未来へつづく、人と自然とが共生したまちの実現に向けて

令和６年（２０２４年）３月　

　
八王子市長　初

し や け

宿  和
か ず お

夫
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計画の基本的事項

第1章

「緑に染まる川」Ⓒ Hachioji City (licensed underCC BY 4.0)



　八王子市は、新たな世紀の始まりである２００１年（平成１３年）を環境

元年と位置付け、「八王子市環境基本条例」を制定し、環境問題を解決

するために市民・事業者・行政が協働して環境を保全・回復・創造するた

めの仕組みを明らかにしました。さらに、この条例に基づき、平成１６年

（２００４年）３月に「八王子市環境基本計画」（「第１次環境基本計画」）

を策定しました。また、平成２６年（２０１４年）３月には、市を取り巻く

情勢の変化などに対応するため「第２次環境基本計画」を策定し、環境

に関する様々な施策を推進してきました。

　近年、地球温暖化の進行による地球環境への影響が顕著化し、生物多

様性 * や人々の健康に深刻な被害をもたらすなど、様々な問題が生じてい

ます。国際社会では、気候変動問題の解決に向けて「パリ協定」が採択され、

世界各国が共通の目標に向かって取組を進めています。

　これらの動きを受け、国は令和２年（２０２０年）に「２０５０年カーボ

ンニュートラル *」を宣言し、東京都は「ゼロエミッション東京」におい

て、２０３０年までに温室効果ガス * 排出量を２０００年比で５０％削減す

る「カーボンハーフ」を表明しました。本市においても、令和４年（２０２２

年）２月に「ゼロカーボンシティ宣言 *」を行い、２０５０年までに二酸化

炭素排出実質ゼロを目指し、市民・事業者・行政の「オール八王子」で取

り組んでいます。

　気候変動による影響は、生きものの絶滅や生息・生育環境の消失など

を引き起こし、生物多様性の損失要因になっています。生物多様性は、人

類の生存を支える様々な恵みを与えてくれており、生物多様性の損失は、水・

大気の調整や農林業、観光など幅広い分野に影響を及ぼすことで、人々

のＱＯＬ*（生活の質）の低下を招いてしまいます。本市は、高尾山をはじ

めとする自然環境が身近な存在であり、生物多様性の豊かな恵みを将来に

渡り享受し続けるためにも、生物多様性に関する課題に対処する必要性が

高まっています。

　このような社会情勢などの変化に対応した環境施策を総合的かつ計画

的に進めるため、令和５年度（２０２３年度）にスタートした本市の新たな

基本構想・基本計画「八王子未来デザイン２０４０」などを踏まえ、「第３

次八王子市環境基本計画」を策定しました。

1　計画改定の背景及び趣旨第1章
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八王子未来デザイン 2040
（基本構想・基本計画）

八王子市環境基本条例

連携
八王子市環境基本計画

八王子市生物多様性地域戦略

 =

2023 年 3月

八王子市みどりの基本計画

八王子市水循環計画

八王子市地球温暖化対策地域推進計画

循環型都市八王子プラン
（ごみ処理基本計画・清掃施設整備計画）

﹇
主
な
分
野
別
計
画
﹈

八
王
子
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

八
王
子
市
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

そ
の
他
分
野
別
計
画

◆第五次環境基本計画

◆生物多様性国家戦略

◆地球温暖化対策計画

［国の計画］

◆東京都環境基本計画

◆東京都生物多様性地域戦略

◆ゼロエミッション東京戦略
など

［都の計画］

　本計画は、本市の最上位計画である「八

王子 未 来デザイン２０４０」 と整合をは

かりつつ、本市における環境分野の最上

位計画として、環境行政の方向性を示し

ます。また、都市計画マスタープランな

どの各分野別計画と連携した内容としま

す。

　なお、本計画の全編を生物多様 性基

本法第１３条に規定する「生物多様性地

域戦略 *」として位置付けます。

2　計画の位置付け第1章
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京王堀之内

南大沢

高尾山口
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連
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動
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北部地区西部地区

中央地区

東南部地区

西南部地区

東部地区

中央大学・明星大学

　対象とする区域は、本市の全域とします。

　また、市域は、「八王子市環境基本条例」及び「八王子未来デザイン２０４０」に基づき、「中央地区」、「北部地区」、「西部地区」、「西南部地区」、「東南部地区」、

「東部地区」の６地区に区分しました。

3　計画の対象地域第1章

計画の対象地域
（出典：「国土数値情報（道路データ、高速道路時系

列データ、鉄道データ）」（国土交通省）及び「国勢
調査（総務省）より作成）
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第1次
環境基本計画

第2次
環境基本計画 第3次  環境基本計画

計
画
目
標
の
達
成

本計画の期間は、令和６年度（２０２４年度）から令和１５年度（２０３３年度）までの１０年間とし、必要に応じて見直しを行います。

4　計画の期間第1章

本計画では、対象とする環境の範囲は下表のとおりとします。

項 　 目 構 成 要 素

自然環境 みどり（森林・河川・農地・公園など）、生物多様性など

循環型社会 ごみの発生抑制、ごみの資源化、ごみの適正処理、資源の循環など

地球環境 緩和策（省エネルギー、再生可能エネルギー *）、適応策（自然災害対策、熱中症対策）など 

都市・生活環境 大気汚染・水質汚濁、騒音・振動、悪臭、土壌汚染、有害化学物質、まちの美化など

環境保全のための共通基盤 環境教育、体験活動、人材育成、情報など
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